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令和８年度　一般廃棄物処理実施計画 

 

Ⅰ　一般廃棄物処理の基本的事項 

 

　１　処理区域及び処理対象人口 

三春町全域　15,924 人（令和 8 年 3 月 1日現在の現住人口(避難者人口含む)） 

　 

２　計 画 期 間 

令和 8年 4 月 1 日から令和 9 年 3月 31 日まで 

 

　３　処理計画量　　 

（１）ごみ 

 

　　（２）し尿　【し尿・浄化槽汚泥】 

 

（３）公道等に遺棄された小動物死体 

 

 
種　　別

令和８年度 

処理計画量

 受　　　　入 ５，４００ t

 家庭ごみ（収集） ３，６００ t

 家庭ごみ（直接搬入） ５００ t

 事業系ごみ（許可業者収集） ９００ t

 事業系ごみ（直接搬入） ４００ t

 処 理 内 訳 ５，４００ t

 可燃物（焼却） ４，０００ t

 不燃物（埋立） ５６０ t

 
プラスチック（マテリアルリサイクル） １２０ t

 
資源物（資源化、適正化処理） ７２０ t

 
種　　別

令和８年度 

処理計画量

 受　　　　入 ９，３００ ㎥

 し尿・浄化槽汚泥（収集） ９，３００ ㎥

 処 理 内 訳 ９，３００ ㎥

 オキシデーションディッチ法 

→コンポスト処理→焼却（一部）
９，３００ ㎥

 
公道等に遺棄された飼い主等が不明な犬、 

猫等の小動物の死体処理 

（※私有地に遺棄された小動物等の死体は除く）

令和８年度　処理計画量

 
８０件
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Ⅱ　三春町が行う一般廃棄物の収集及び処理 

１　一般廃棄物の種類(分別区分)並びに収集及び受入方法等 

（１）ごみの排出・収集方法 

①家庭系一般廃棄物 (ごみ収集カレンダーによる) 

 

 

●住民の協力方法等　（三春町廃棄物の処理清掃に関する条例 第４条 抜粋） 

土地又は建物の占有者（占有者がない場合は、管理者とする。）は、日常生活から生ずる一般廃

棄物の減量を図り、生活環境保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、自

ら処分するよう努めるとともに(注 1)、自ら処分しない一般廃棄物の処理については、町が行う一

般廃棄物の収集運搬及び処分に対し、次に掲げる方法により協力しなければならない。 

ア　ごみは分別し、その種別に応じた容器に収納し処理計画に定める方法で排出すること。 

イ　犬、猫などの死体は、他の廃棄物と区別して、町長が指定した場所へ運搬すること。 

ウ　そのほか、町長が一般廃棄物の処理にあたって特に必要と認めたこと。 

　　　(注 1)：自ら処分するものの具体例 ⇒ 資源物店頭回収等、資源化リサイクルを自主的に行うこと

をいう。 

 

 種 類 排出方法 収集回数・方法 摘 要

 
燃えるごみ 

（可燃ごみ）

指定袋（赤）により、

集積所に排出
週２回　集積所収集

リサイクルできない紙ごみ 

や生ごみなど

 
もえないごみ 

（不燃ごみ）

指定袋（青）により、

集積所に排出
月１回　集積所収集 ガラス、陶器など

 
プラスチックごみ

指定袋（緑）により、

集積所に排出
週１回　集積所収集 容器包装プラスチック

 

資
源
ご
み

古紙類

品目ごとに束ねて、 
ひもで十字に縛り、 
集積所に排出

月２回　集積所収集

新聞、雑誌、紙パック、 

ダンボール、雑がみ

 
古着

透明な袋に入れ、 
集積所に排出

洗っていて綺麗な衣服類 
※綿や羽毛、革製品等は不可

 
缶類

集積所にあるコンテ

ナ（グレー）に排出
アルミ缶、スチール缶

 
びん類

品目ごとに集積所に

あるコンテナ（黄・

白・茶・緑）に排出

生きびん、使い捨てびん

 
ペットボトル

集積所にある 
コンテナ（青）か、 
透明な袋に入れ排出

ペットボトル

 
有害ごみ

集積所にある 
コンテナ（黒）に排出

月１回　集積所収集
蛍光管、ライター、スプレー

缶、電池など 

※充電式・ボタン電池は不可

 
粗大ごみ

事前申込後に、収集日

までに玄関先へ排出

月１回　戸別収集 

　　　（事前申込制）

指定袋に入らない大型ごみ 

（タンスやベッドなど）
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②事業系一般廃棄物 

　　　●事業者の協力方法等 

ア　事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理については、その減量を図り、生活環境保全上　

支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、自ら処分するよう努めるとともに、

町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務の提供を受けようとする事業者は、あ

らかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、収集運搬業務について、収集日１回あ

たりの排出量が１０キログラム以下、かつ、町指定袋２袋以下の場合を除く。 

イ　事業系廃棄物の処理は、家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務に支障をきたす 

おそれがないと認められる場合に限り許可をする。処理計画に適合しないと認めたときは、 

許可をしないことができる。また、その許可は、期限を付し、又は一般廃棄物の処理上必要 

な条件を付すことができる。 

ウ　町で処理できる産業廃棄物は、紙くず・木くず・繊維くず・ガラスくず及び陶磁器くずで 

あるが、その受入を保証するものではないこと。 

 

　　③公道上に遺棄された小動物死体 

　　　※私有地に遺棄された小動物の死体は土地又は建物の管理者及び占有者が行うこと。 

 

　（２）し尿の収集方法 

　　　 

（３）ごみを自ら搬入する場合の施設営業日等 

      多量に発生したごみは、排出者自ら処理するか又は排出者が自ら町の施設へ搬入するか、若しく

は町が許可した一般廃棄物収集運搬業者に収集運搬を委託し、町の処理施設で処理を行うものとす

る。ただし、町の処理施設の処理能力や安全性及び要処理滞留量の問題から、何の予告もなく廃棄

物の受入を拒否する場合がある。 

　　　①三春町清掃センター 

 

 

 

 

 

 

 

 種 類 収集方法 摘 要

 
一般廃棄物

事業者が自ら搬入又は許可業者へ依頼する。 

但し、特に町長が認めたものについては、家

庭系廃棄物の収集に準じて取り扱う。

 種 類 収集方法 摘 要

 
公道上に遺棄された小動物

の死体(飼い主等が不明のもの)
町民等からの通報による個別収集

国道、県道について

は、県土木事務所と

連携のうえ実施。

 種 類 収集方法 摘 要

 
農業集落排水 

合併浄化槽（町管理）
町等による個別収集

 合併浄化槽（町管理以外） 
単独処理浄化槽 
し尿くみ取り

申込による個別収集

 
所 在 地 三春町字沼之倉 60-1

 
受入する廃棄物

①家庭系一般廃棄物、②事業系一般廃棄物（許可する事業者） 

※廃棄物の種類によっては受け入れを拒否する場合があります。
 

営 業 日

①月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く）　 

②毎月第３日曜日及びその前日にあたる土曜日　 

　（②については、ごみ収集カレンダーを参照）
 

営 業 時 間 午前９時００分から午後４時００分まで
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②田村西部環境センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

２　一般廃棄物の処理主体及び処理計画 

（１）ごみ処理主体及び処理方法 

　　①家庭系一般廃棄物 

 

②事業系一般廃棄物 

※廃プラスチックについて、家庭ごみと同じ委託処理 

　 

　　③公道上に遺棄された小動物死体 

 
種類 収集・運搬主体

中間処理 最終処分
 処理主体 処理方法 処分主体 処分方法
 

燃えるごみ 

（可燃ごみ）
町(委託) 町(委託) 焼却 町(委託)

埋立 
(飛灰は 

外部処理委託)

 
もえないごみ 

（不燃ごみ）
町(委託) 町(委託) 破砕、一部資源化 町(委託)

埋立 

（残渣物）

 
プラスチックごみ 町(委託) 町(委託)

選別後、資源化 

焼却（残渣物）
町(委託)

埋立 

（残渣物）

 
資源ごみ 町(委託) 町(委託) 選別後、資源化 - -

 
有害ごみ 町(委託) 町(委託) 適正化処理 町（委託）

埋立、 

外部処理

 
粗大ごみ 町(委託) 町(委託)

破砕、一部資源化 

焼却（残渣物）
町(委託)

埋立 

（残渣物）

 
種類 収集・運搬主体

中間処理 最終処分
 処理主体 処理方法 処分主体 処分方法
 

許可業者収集 許可業者 町(委託)
焼却、破砕、 

資源化
町(委託)

埋　立 
(飛灰は 

外部処理委託)

 
自 己 搬 入 排出事業者 町(委託)

焼却、破砕、 

資源化
町(委託)

埋　立 
(飛灰は 

外部処理委託)

 
種 類 収集・運搬主体 処理主体 処理方法

 
公道上に遺棄された小動物の死体 

(飼い主等が不明のもの)
町(委託) 町(委託) 埋　立

 
所 在 地 三春町大字富沢字細内 1

 
受入する廃棄物

①家庭系一般廃棄物（町収集分）のうち、燃えるごみ 

※家庭からの廃棄物の直接搬入は認めていません。 

②事業系一般廃棄物（許可する事業者）のうち、燃えるごみ
 

営 業 日 月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く）

 
営 業 時 間 午前９時００分から午後４時００分まで
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（２）し尿処理主体及び処理方法 

　　 

（３）処理計画フロー 

　　　①令和８年度ごみ処理計画フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
種類 収集・運搬主体

中間処理 最終処分
 処理主体 処理方法 処分主体 処分方法
 

し尿 町（委託） 町(委託)
オキシデーショ

ンディッチ法
町（委託）

ｺﾝﾎﾟｽﾄ処理、 

一部焼却

可燃ごみ

資源ごみ

プラスチック

不燃ごみ

粗大ごみ

資源ごみ

古紙・布類

一般廃棄物

最終処分場

（第２埋立地）

に埋立処分

ごみ焼却施設

有害ごみ

田村西部環境センター

資源ごみ

ストックヤード

資源化空缶・ペットボトル類

選別圧縮施設

前処理破砕施設

（不燃・粗大）

外部処理

　

清掃センター

資源化

※プラスチックは

外部処理

資源ごみ　　　

びん・缶　　　　

ペットボトル

可燃残さ

缶・PET

びん

飛灰

残さ

粗大(不燃)

不燃残さ

紙類・布類

プラスチック

金属

ガラスびん

缶・PET

有害ごみ

主灰

収 集 運 搬 中 間 処 理 最 終 処 分

三 春 町

110t

330t

100t

90t

120t

120t

340t

10t

4000t

260t

150t

140t

850t

資源・有害総量 
（プラ除く）

120t

その他＋60t
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　　　②令和８年度し尿処理計画フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３　処理施設の概要 

　（１）焼却処理施設 

 

　（２）破砕処理施設 

 

（３）資源化施設 

 
施設名 所在地 処理能力 処理計画量 備考

 
田村西部環境センター 大字富沢字細内 1

焼却 40ｔ/日･24h 
溶融 6.4ｔ/日･24h 
（溶融は休止中）

4,000 t/年 三春町分

 施設名 所在地 処理能力 処理計画量 備考

 
前処理破砕施設 字沼之倉 60-1 4.9ｔ/日･5h 410t/年 清掃センター内

 
施設名 所在地 処理能力 処理計画量 備考

 

資源ごみストックヤード 字沼之倉 60-1

・空缶圧縮機 

7.5ｔ/日･5h 

・ペット圧縮梱包機 

4.9ｔ/日･5h

850t/年

清掃センター内 

分別ピット、 

保管倉庫

950 ㎥2,000 ㎥2,650 ㎥2,400 ㎥1,300 ㎥※産廃扱い
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　（４）最終処分場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 8 年 1月 31 日現在 

 

（５）し尿処理施設「汚泥の脱水処理施設」 

　　　　※下水道処理場三春町水環境センターの既存設備の余裕能力を利用するものである。 

 

４　一般廃棄物の排出抑制及び資源化等の促進の方策 

（１）排出抑制の促進 

 

 
施設名 所在地 全体容量 残容量 処理計画量 備考

 
沼之倉第 1 埋立地 字沼之倉 60-1 45,688 ㎥ - - 埋立終了

 
沼之倉第 2 埋立地 字沼之倉 60-1 30,000 ㎥ 3,798 ㎥ 820 ㎥/年 覆土含む

 
施設名 所在地 処理能力 処理計画量 備考

 
三春町 

水環境センター
字大久保 17

5 ㎥/時間 3,700 ㎥
農業集落排水処理施設・ 

合併浄化槽で発生する汚泥
 

3,400 ㎥/日 5,600 ㎥ し尿、浄化槽汚泥

 項　目 内　容
 

資源回収報償金制度

小中学校 PTA やスポーツ少年団等の住民団体が集団で回収する

古紙、ビン等を対象に、回収量１ｋｇにつき３円を交付する。 

【回収見込量　60トン／年】

 

ごみ処理施設見学の受入れ

小学生の社会科学習のほか、住民等の見学を積極的に受け入れ、

ごみ処理の流れやごみ減量・リサイクルの普及啓発を図る。

 

草木・剪定枝等の搬入制限

平成 27 年度から次の搬入制限を設けたうえで、清掃センターで

の受入れを行っている。 

①　草類は現場置きを原則とするが、害虫の発生等の問題が生じ 

る場合に限り、事前協議のうえ搬入を可能としている。 

②　剪定枝等も現場置きを原則とするが、長さ50cm程度、太さ10cm

未満に限り、事前協議のうえ搬入を可能としている。 

③　②以外の枝や幹、根、竹の受け入れは行っていないため、現場

置きで対応いただく。

 

ごみ分別ガイド 

・町広報誌等を利用した 

ごみ減量・資源化の推進

町民のごみ分別に関する問合せに対応するため、平成 28 年度に

「ごみ分別ガイド」を作成し、令和 7 年 5 月に大幅に改定し、ごみ

の適正な分別を促し、排出抑制及び資源化を推進してきた。 

また、令和 6 年度から町広報誌に掲載を開始した、SDGs コラム

「Papperskorg」についても引き続き掲載を行う。
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（２）資源化等の推進 

 

 項 目 概 要
 

食品ロス削減に係る普及啓発

町民（消費者）へは「３つのキリ」（生ごみの水キリ、料理の

食べキリ、食材の使いキリ）を意識した行動を呼びかけ、買い物・

保存・調理と場面に応じた食品ロス対策を普及啓発する。 

事業者へは需要に応じた食品の供給、持ち帰り容器の配布等、

食品ロス削減の普及啓発を行う。 

また、重層的支援体制整備事業（保健福祉課事業）において、住

民等向けにフードドライブ（※）を年２回程度実施し、必要とする

方へ配布する取り組みを進める。 
※フードドライブとは、家庭で使用しない食品を集め、地域の福祉施設や 
子ども食堂等に寄贈する活動のこと。

 

(仮)ごみ減量等検討委員会の設置 

・ごみ減量等に向けた実行計画 

の策定

　ごみ減量等にあたっては行政のみでなく、町民及び事業者の協力

が必要不可欠であることから、多様な主体が参画し、ごみ減量及び

資源化に繋がる具体的な施策を検討する組織体として、令和 8 年度

に「（仮）ごみ減量等検討委員会」を設置する。 

　また、行政、町民及び事業者のごみ減量等に向けた行動計画を示

した「ごみ減量等に向けた実行計画」を令和 8 年度中に策定する。

 項 目 概 要
 

容器包装リサイクルの推進

平成 7 年 10 月から資源ごみとして収集し、カレット（生きび

んを除くびん類）及び容器包装プラスチックを、容器包装リサイ

クル協会に処理委託している。　　　 

回収見込量 250 トン/年　　　 

（カレット 110 トン、容器プラ 140 トン）

 

プラスチック類の回収率向上

これまでプラスチックごみはサーマルリカバリー（熱回収）の

熱原料として利用していたが、令和7年4月から外部委託のうえ、

容器包装リサイクル協会に引き渡し、マテリアルリサイクル（素

材として再商品化）を実施している。 

令和 4年 4 月から施行された「プラスチックに係る資源循環の

促進等に関する法律」に基づいた、容器包装プラと製品プラの一

括回収については、ごみ減量に向けた対策及び町民の分別が容易

になるため、引き続き検討を行う。 

回収見込量 140 トン/年
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 項 目 概 要
 

町独自の資源化推進

【資源化処理】 

缶類、古紙類、ビン類、ペットボトル等の資源物回収を継続的

に実施し、資源分別の徹底による資源回収率の向上を図る。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　回収見込量 560 トン/年

 【適正化処理】 

廃蛍光管、廃乾電池等の「有害ごみ」については、専門の処理

ルートにより適正に処理を行う。 

回収見込量 10 トン/年
 

家電４品目（特定家庭用機器） 

リサイクルの推進

平成 13 年 4 月から清掃センターで受け入れし、町内小売店の

回収負担を軽減するとともに、不法投棄の抑制を図る。 

　　　回収見込量 200 台/年

 

使用済小型家電リサイクルの推進

平成 25 年 4 月から施行された「使用済小型電子機器等の再資

源化の促進に関する法律」に基づき、役場内に回収ボックスを設

置（拠点回収）し、小型家電リサイクルを推進する。 

また、清掃センターに搬入された不燃ごみを手選別により分別

し、対象品は小型家電リサイクルルートを活用する。 

令和 7 年 4 月からはリネットジャパン(株)の宅配回収を利用

し、小型家電リサイクルの更なる推進を目指す。 

回収見込量 8 トン/年

 

充電式電池のリサイクル推進

令和 7 年 5 月から、これまで排出不可としてきた「充電式電池

（リチウムイオン電池・ニカド電池・ニッケル水素電池）」及び

モバイルバッテリーを、役場での拠点回収、清掃センターへの直

接搬入による回収を可能とし、廃乾電池や小型家電のルートを活

用してリサイクルする。

 

廃食油リサイクルの推進

　家庭から出される食品油を、役場・岩江センター内に設置した

回収ボックスで回収し、リサイクル業者に売却のうえ、飼料用油

脂としてリサイクルする。　　　　　　　 

回収見込量 2 トン/年

 
使用済みインクカートリッジ 

リサイクルの推進

　家庭用プリンタの使用済みインクカートリッジを役場に設置

した回収ボックスで回収し、リサイクルの推進を行う。

 

「雑がみ」分別の推進

燃えるごみの中に、封筒・パンフレット等の「雑がみ」が多く

含まれているため、広報等により「雑がみ」の分別を推進する。　　
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　（３）その他 

 

 

 

 項 目 概 要
 

ごみ処理及び資源化に関する 

条例・制度の適正化

容器包装リサイクル法や家電リサイクル法等、関連法令に合わせた、

ごみの排出・処理の周知徹底を図る。（広報への掲載等）

 

ごみ収集・処理の適正化
　収集規格外ごみの増加に対応して実施している地区単位のクリーン

アップ作戦の推進、住民理解・協力の強化を図る。（不法投棄対策含む）
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関係法令抜粋 

参考　１ 

　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

第二章　一般廃棄物 

第一節　一般廃棄物の処理 

（一般廃棄物処理計画） 

第六条　市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一般廃棄物処理計画」とい

う。）を定めなければならない。 

２　一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関

し、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一　一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

二　一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 

三　分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 

四　一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

五　一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

六　その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項 

３　市町村は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第四項の基本構想に即して、一般廃棄物処

理計画を定めるものとする。 

４　市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当つては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し

関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。 

５　市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

 

参考　２ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 

（産業廃棄物） 

第二条　法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 

一　紙くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。）、パイプ、紙

又は紙加工品の製造業、新聞業（新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。）、出版業（印刷出

版を行うものに限る。）、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又

は染み込んだものに限る。） 

二　木くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。）、木材又は木

製品の製造業（家具の製造業を含む。）、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにポリ塩化

ビフェニルが染み込んだものに限る。） 

三　繊維くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。）、繊維工業

（衣服その他の繊維製品製造業を除く。）に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。） 

四　食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状

の不要物 

四の二　と畜場法（昭和二十八年法律第百十四号）第二条第二項に規定すると畜場においてとさつし、又

は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成二年

法律第七十号）第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥

に係る固形状の不要物 

五　ゴムくず 

六　金属くず 

七　ガラスくず及び陶磁器くず 

八　鉱さい 
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九　工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 

十　動物のふん尿（畜産農業に係るものに限る。） 

十一　動物の死体（畜産農業に係るものに限る。） 

十二　大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号）第二条第二項に規定するばい煙発生施設又は次に

掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの 

イ　汚泥（事業活動に伴って生じたものに限る。第三条及び別表第一を除き、以下同じ。） 

ロ　廃油（事業活動に伴って生じたものに限る。別表第五を除き、以下同じ。） 

ハ　廃酸（事業活動に伴って生じたものに限る。以下同じ。） 

ニ　廃アルカリ（事業活動に伴って生じたものに限る。以下同じ。） 

ホ　廃プラスチック類（事業活動に伴って生じたものに限る。第二条の四第五号ロを除き、以下同じ。） 

ヘ　第一号に掲げる廃棄物（事業活動に伴って生じたものに限る。）のうち、ポリ塩化ビフェニルが塗布

され、又は染み込んだもの 

ト　第二号に掲げる廃棄物（事業活動に伴って生じたものに限る。第七条第八号の二において「木くず」

という。）のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの 

チ　第三号に掲げる廃棄物（事業活動に伴って生じたものに限る。）のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み

込んだもの 

リ　第六号に掲げる廃棄物（事業活動に伴って生じたものに限る。第二条の四第五号ロ並びに別表第三

及び第四を除き、以下「金属くず」という。）のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入された

もの 

十三　燃え殻（事業活動に伴って生じたものに限る。第三条第三号及び別表第一を除き、以下同じ。）、汚

泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物（第一号及び第五号から第九

号までに掲げる廃棄物にあっては、事業活動に伴って生じたものに限る。）又は法第二条第四項第二号に

掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの 

 

参考　３ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 

（一般廃棄物処理計画） 

第一条の三　法第六条第一項に規定する一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項に

ついて定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、

同条第二項各号に掲げる事項を定めるものとする。 


